
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募締め切り ４月３０日（木） 

◆ 問い合わせ先 ◆ 

 愛川町 総務部 デジタル・協働推進課 協働推進班 

  〒２４３－０３９２ 神奈川県愛甲郡愛川町角田２５１－１ 

  電 話：０４６（２８５）６９３７（直通） 

  Ｆ Ａ Ｘ：０４６（２８６）５０２１ 

  Ｅメール：kyoudou@town.aikawa.kanagawa.jp 

 あいかわ町民活動応援事業は、町民皆さんが自主的・自立的に行う 

公益的な活動を、資金面で応援する制度です。 

 活力あふれるまちづくりのために、皆さんからの積極的な応募を 

お待ちしています！ 





－１－ 

 

「あいかわ町民活動応援事業」は、町民皆さんが自主的・自立的に行う、公共

の利益に寄与する活動の活性化を図り、協働によるまちづくりを進めるため、皆

さんが企画・立案し、実施する事業に対して、町が資金的なバックアップを行う

制度です。 

 

 

 

 補助対象団体は、次の項目の全てを満たす団体です。また、同一年度内において、 

１団体１事業のみ応募できます。 

 (1) 主に町内で活動している団体（町民公益活動を行う団体）であること。 

(2) ３人以上の町民を含む５人以上の構成員で組織されていること。 

 (3) (1)、(2)に該当しても、暴力団及び暴力団員等は補助対象者とはしません。   

 

 

 

○ 補助対象は、次の項目の全てを満たす事業です。 

 (1) 団体が新たに企画・立案し、実施する事業であること。 

 (2) 主として町民皆さんの利益となるような公益的な事業であること。 

※この補助金の交付を受けた事業は同一の内容であっても、３年間継続して申し

込むことができます。 

※１団体・１事業の応募となります。 

○ 上記の項目を満たす事業でも、次の項目のいずれかに該当する事業は、補助対

象とはなりません。 

 (1) 営利を目的とする事業 

 (2) 宗教、政治及び選挙に関する目的のために行われる事業 

 (3) 特定少数の個人または団体の利益のために行われる事業 

 (4) 愛川町から他の制度に基づいた補助金を受けているか、受ける予定の事業  

 ◆対象事業の例 

 【環 境】ごみ拾い運動、自然の里づくり、環境の保全活動 など 

 【子 育 て】子 供 の 見 守 り 運 動 、 食 育 教 室 、 遊 び 場 づ く り 、 子 育 て 支 援 活 動 など 

 【街 並 み】景観形成、花いっぱい運動、街並み保護 など 

 【健 康 福 祉】健康づくり運動、高齢者･障害者等の支援活動 など 

 【ス ポ ー ツ ・ 文 化】伝統文化の継承、国際交流事業、スポーツ・芸術の普及活動 など 

 【そ の 他】情報化事業 など 

※単に、講師を招いて講演会やイベント等を実施するだけの事業は、原則として 

補助対象事業とはなりません。 

１ 制度の目的 

３ 補助対象事業 

２ 補助対象団体 
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 補助金は、事業の実施に直接必要な経費の１０分の８以内で、３０万円を限度

額として交付します。 

 

 

 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間に実施される事業が補

助対象となります。 

 

 

 

○ 補助対象となる経費は、応募事業を実施するために直接必要となる経費が基本

です。経費の算出にあたっては、概算ではなく、カタログ・見積書等の根拠資料

を準備するようにしてください。 

◆主な対象経費と対象外経費の例 

項 目 補助対象とする経費 補助対象としない経費 

報酬・謝金 外部講師・指導者等へのお礼 など 
活動の実施者（構成員）への賃金・

お礼 など 

消 耗 品 
会議資料・パンフレット・ポスター

等の用紙代 など 

事業終了後も団体の財産となる備

品の購入費 など 

印刷製本費 

事業の募集案内・パンフレット・ポ

スター・資料等の複写代、冊子等の

印刷代 など 

構成員を募集するチラシの印刷代 

など 

通信運搬費 
募集案内・会議資料・備品等の送料、

切手購入代 など 

団体の事務所等の電話回線料、イン

ターネット接続経費 など 

使用料・  

賃 借 料 

施設・会議室の使用料、機械・備品

等の賃借料、バス借上料 など 

団体の事務所等の賃借料や団体が自ら  

所有している施設等の賃借料 など 

保 険 料 
イベント等の来場者保険、外部講師・  

指導者が加入する損害賠償保険料 など 
 

原材料・  

食品購入費 

事業実施のために必要不可欠と認

められる原材料・食品購入費 など 

会議・講演会等のお茶・菓子購入費 

など 

※ 懇親会などの会食代は対象となりません。 

※ 町の公共施設以外の施設・会議室を利用する場合、町の公共施設の使用料と同

程度の経費となる場所を選定するよう努めてください。 

※ 他の団体が主催する講演会への参加費など、応募団体の受益性が高いものにつ

いては、原則として対象外とします。 

４ 補助率及び限度額 

５ 補助対象期間 

６ 補助対象経費 
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※ 判断に迷う経費については、事前に担当課にご相談ください。 

※ 他課等の制度等で補助金が出る内容については、その制度を活用することとし、

原則として対象外とします。 

 

 

○ 令和８年４月３０日（木）までに、所定の申込書に次の書類を添えて、担当課

へ直接お持ちください。 

 (1) 団体の概要書 

 (2) 補助対象事業計画書 

 (3) 補助対象事業収支予算書 

 (4) 団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの 

 (5) 構成員の名簿 

 (6) その他、必要に応じて町から提出をお願いする書類 

○ 申込書は、担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザで配布してい

ます。また、町ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

○ 補助事業の採否と補助金額は審査（書類審査・ヒアリング）の上、決定します。 

審 査 の 内 容 審査基準項目（指標） 

書類審査及びヒアリング 
①妥当性 ②公益性 ③実現性 

④創造性 ⑤継続性 ⑥費用の妥当性 

※審査員の評点は、１事業あたり６つの指標ごとに５点満点とし、３０点が総評点（満点）と

なります。合計評点の平均が１５点以上は採用としますが、平均が１５点以上であっても、

過半数の審査員がそれぞれ１５点未満の評価をした事業については不採用とします。 

○ 審査は「愛川町町民参加推進会議協働事業審査部会」が、審査基準に基づき公

平かつ厳正に行います。 

 ◆審査部会の構成員 

  町民代表（公募）１人、公益活動の実績者１人、有識者２人、専門委員１人 

○ 審査の結果は、応募団体の代表者にお知らせします。 

 

 

７ 応募の方法 

８ 採否の決定方法 

 ＹＡＨＯＯ（ヤフー）またはＧｏｏｇｌｅ（グーグル）などの検索サイトで

検索する場合のキーワードは、『あいかわ応援事業』です。 
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○ 補助事業として採用された事業の応募団体には、交付決定された補助金を、７

月中を目途に一括して交付します。 

○ この補助金は、事業終了後、精算しますので、支出済みの補助金に余剰金が生

じた場合には、返還していただきます。 

 

 

 

 補助金交付を受けた団体は、令和９年３月３１日までに実績報告書に次の書類

を添え、提出していただきます。 

 (1) 補助対象事業収支決算書 

 (2) 領収書の写し 

 (3) その他、必要に応じて町から提出をお願いする書類（事業内容が把握できる

資料・活動写真など） 

 

 

 

○ 補助金の交付を受けた団体は、本事業の透明性の確保や町内における公益活動

の活性化を図るため、事業内容等について発表していただく場合があります。 

（詳細等決まり次第、事前にお知らせいたします。） 

 

 

 

○ 「あいかわ町民活動応援事業」の公平・公正性、透明性を確保するため、応募

書類、決定通知、実績報告書、その他この補助制度の利用に関し、町へ提出した

書類は、個人情報を含む書類（構成員の名簿など）を除き、原則として公開しま

す。 

 

 

   

９ 補助金の交付 

10 実績報告書の提出 

11 事業実績の発表 

12 情報の公開 
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◆ 事 業 実 施 の 流 れ ◆ 

募集開始（４月１日） 

応募締め切り（４月３０日） 

審査部会の開催（５月下旬～６月中） 

交付決定通知書の送付（６月下旬～７月中旬） 

補助金の交付（７月中） 

事業実績の発表 

担当課の事業内で事業報告していただく場合があります 

 

実績報告書の提出（３月３１日） 

（翌年３月３１日まで） 

ぼくたちがこれから

行う活動は、対象に

なりそうだから、応

募してみようかなぁ 

やった～！ 

交付決定だ！ 

活動がんばるぞ！ 

活動の成果を 

みんなに聞いて 

もらおう！ 
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○令和７年度 

No. 事業名 団体名 事 業 内 容 
総事業費 

（補助金交付額） 

１ 
町内小中学校の

環境整備事業 

愛川町小中学校 

草刈り隊 

活動テーマとして、「オール愛川。町の

子ども達の笑顔のためにできること

を」掲げ、子どもたちの安全・安心を

図るために、各小中学校敷地内の環境

整備に努めるもの。 

90,000 円  

（72,000 円） 

２ 

外国籍住民に対

するサポート及

び国際交流事業 

特定非営利活動

法人 JECSA 

日本語教室の開校や食事会（国際交流

会）の開催など、過去に愛川町で住民

活動団体が実施していた国際交流活動

及びイベントを継承し、効果的な外国

人住民との共存の実現を図るもの。 

370,000 円  

（236,000 円） 

 

 

 

 

○令和６年度 

No. 事業名 団体名 事 業 内 容 
総事業費 

（補助金交付額） 

１ 
町内小中学校の

環境整備事業 

愛川町小中学校 

草刈り隊 

活動テーマとして、「オール愛川。町の

子ども達の笑顔のためにできること

を」掲げ、子どもたちの安全・安心を

図るために、各小中学校敷地内の環境

整備に努めるもの。 

90,000 円  

（72,000 円） 

２ 

 

不登校・ひきこ

もり親の会によ

るピアカウンセ

リング 

はねやすみ（不登

校・ひきこもり親

の会） 

学校に行きづらい子ども・不登校・ひ

きこもりの子どもをもつ親を対象に、 

会の存在を知ってもらう・交流の会を

設け、ピュアカウンセリングによる悩

みの共通・共感・傾聴と親の孤立を防

ぐ・子どもに対して適切な対応ができ

るよう学びや情報交換により、親の価

値観のアップデートを図る・教育委員

会の地域学校協働活動にボランティア

団体として参画し、学校との連携を図

るもの。 

38,876 円  

（26,876 円） 

 

 

 

 

 

過去の実施事業一覧 
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○令和５年度 

No. 事業名 団体名 事 業 内 容 
総事業費 

（補助金交付額） 

１ 

 

寺子屋くすくす

の木事業 

非営利組織「寺子

屋くすくすの木」 

地域の教育力を生かして、愛川町在住

の子育て世代の親子に対して、子育て

教育に関する支援事業「寺子屋活動」

を行い、子どもの健全育成寄与するこ

とを目的とするもの。 

400,000 円  

（300,000 円） 

２ 

 

農業活性化を目

的とする食育交

流事業 

NPO 法人 

lagraine ラグレ

ーヌ 

畑の閑散期の入る 12 月頃に愛川町内

の農地にて、愛川町民や神奈川県近郊

のご家庭単位を対象に、愛川町の無農

薬有機製法で収穫したサツマイモを公

募して焼き芋大会を行うもの。 

108,394 円  

（69,894 円） 

３ 
町内小中学校の

環境整備事業 

愛川町小中学校 

草刈り隊 

活動テーマとして、「オール愛川。町の

子ども達の笑顔のためにできること

を」掲げ、子どもたちの安全・安心を

図るために、各小中学校敷地内の環境

整備に努めるもの。 

90,000 円  

（72,000 円） 

 

 

 

 

○令和４年度 

No. 事業名 団体名 事 業 内 容 
総事業費 

（補助金交付額） 

１ 

 

寺子屋くすくす

の木事業 

非営利組織「寺子

屋くすくすの木」 

地域の教育力を生かして、愛川町在住

の子育て世代の親子に対して、子育て

教育に関する支援事業「寺子屋活動」

を行い、子どもの健全育成寄与するこ

とを目的とするもの。 

435,000 円  

（300,000 円） 

２ 

 

精神障がい者自

助グループによ

る啓発・相談事

業 

NPO 法人 ライラ

ック心の会 

多くの精神障がい者や精神疾患を持つ

方に対し、自立に向けた情報提供や思

いの共有、気付き、応援等、当事者が

互いに高めあえる場を作ることで、良

い方向に向かうきっかけ作りや寄り添

った後方支援の場を作る活動を行うも

の。 

675,050 円  

（124,040 円） 

 

 



 

 


